
 
 

第１章 施設配置の最適化の推進 
 公共施設等総合管理計画に示した「施設配置の最適化方針」に基づき、改修・
改築を進めるにあたっては、これまでの機能をそのまま更新するのではなく、
「将来にわたって行政が確保すべき機能か」、「費用対効果の面で効率性はどう
か」、「対象やサービス内容が他と重複していないか」、「現在の施設でないと提供
できないサービスか否か」などの視点から見直します。そのうえで、つぎの３つ
の手法を組み合わせることにより、施設配置の最適化を推進します。 
 
１ 機能の転換 
 社会状況の変化に伴う区民ニーズや施設の利用状況等を考慮し、優先度が高い
機能への転換を検討します。 

機能の転換による有効活用が困難な場合は、貸付や売却を検討します。 
また、利用が限定的となっている施設は、より幅広い活用ができるよう、機能

を転換します。 
 

２ 統合・再編 
 同種あるいは類似の施設が重複している区立施設は、施設の配置バランス・箇
所数などを考慮し、公平性や良好なサービス提供の観点から統合・再編を実施し
ます。現在の施設（場所・建物）でなくても提供できるサービスは、移転・集約
を検討します。また、近隣に同種の機能を有する民設民営の施設が立地している
場合や、今後設置が見込まれる場合には、区立施設の廃止を含めて検討します。 
 地域施設（児童館、敬老館、地区区民館、地域集会所）は、統合・再編し、長
期的には概ね中学校区に１か所程度になるよう、再配置を検討します。 
 
３ 複合化 

大規模改修や改築の際には、周辺施設や新たな区民サービスの機能との複合
化を検討します。複数の機能を一つの施設へ集約することで、施設規模の抑制・
延床面積の削減を図りつつ、必要な機能を備えます。 
 また、まちづくりにあわせて、駅周辺への施設の集約を検討します。その際は、
民間の資金、ノウハウの活用も含めて検討します。 

小中学校は、改築にあわせて周辺施設との複合化を検討します。 
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【令和６〜10 年度の取組対象例】 
施 設 名 取 組 内 容 ページ 

・旭丘小学校 
・旭丘中学校 
・栄町児童館 
・栄町敬老館 

・新たな小中一貫教育校（旭丘小学校・旭丘中
学校）の整備にあわせて、栄町児童館、栄町
敬老館を複合化します。 

・栄町敬老館は、街かどケアカフェ、地域包括支
援センターに機能転換します。 

P５ 

・東京中高年齢労働者 
福祉センター（サンラ 
イフ練馬） 

・勤労福祉会館 

・社会状況の変化に伴う区民ニーズや施設の利
用状況等を考慮しながら、機能を整理します。 

・サンライフ練馬は、令和７年度に廃止し、敷地
は美術館・貫井図書館の改築に活用します。引
き続き必要な機能については代替を設けます。 

・勤労福祉会館は、勤労者福祉施設としての機能
を廃止し、地域の行政需要に応じた機能転換を
図ります。機能転換に向け、大規模改修に着手
します。 

P６ 
P18 

・中村橋区民センター 
・トレーニング室や会議室など、サンライフ練馬

の代替が確保できるよう、大規模改修を実施し
ます。 

P６ 

・春日町青少年館 

・児童館との類似機能を考慮し事業の見直しを
行ったうえで、改築に着手します。春日町地域
集会所を移転するほか、練馬高松園地域包括支
援センターを移転し、街かどケアカフェを新設
するなど、複合施設として整備することで、区
民サービスの向上を図ります。 

P７ 

・石神井庁舎 
・まちづくりにあわせて、区民生活に密着した行

政サービスを再開発ビルへ移転し、その後の建
物・敷地の有効活用を検討します。 

P10 

・秩父青少年キャンプ場 
・民間キャンプ場等の代替施設が増加しており、

利用者数が減少しているほか、施設の老朽化が
進んでいるため廃止します。 

P23 

・高野台敬老館 
・東大泉敬老館 
・上石神井敬老館 

・街かどケアカフェ、地域包括支援センター（上
石神井敬老館は設置済み）に機能転換します。 

P24 
P25 
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